
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度国保事業費納付金等の本算定結果について 

 

 

 

令 和 ５年 ３月 ２２日 

福島県国民健康保険課 

 

資料１   令和４年度第３回福島県国民健康保険運営協議会 



◆ 留意事項

令和５年度 国保事業費納付金等本算定結果について

◆ 納付金の本算定結果

◆ 一人当たり保険料額の主な変動要因（令和４年度本算定との比較）

令和５年度
本算定

令和４年度
本算定

一人当たり保険給付費 ３４４，４８４円 ３２９，０７９円

一人当たり市町村納付金額 １２３，１４０円 １２３，４０１円

一人当たり保険料額 １０３，１２７円 １０３，０８６円

一人当たり保険料額が増加
した市町村数（対前年度）

２４市町村 １５市町村

３ 納付金等の本算定結果

令和５年３月２２日
保健福祉部 国民健康保険課

【増額要因】
● 保険給付費の増（約１３億円）や後期高齢者支援金の増（約２４億円）
等による影響

【減少要因】
● 財政安定化基金（財政調整事業分）から３３億円充当したことによる
負担の減

● 各市町村において個別に定める令和５年度の保険料（税）率は、県の示
す市町村標準保険料率等を参考に、令和４年の所得額、保険料算定方式
や予定収納率のほか、保険料（税）率の年度間の平準化などを勘案して決
定するものであり、市町村標準保険料率とは必ずしも一致するものではない。

※市町村ごとの納付金及び標準保険料率は別表参照。

４ 保険料（税）率に係る留意事項

２ 納付金等の算定方法について

◆ 算定方法のポイント

● 医療費指数反映係数→医療費指数を全て反映させて納付金を按分
（医療費水準に応じて納付金を増減させる）

● 所得係数→国が示す係数に基づき納付金を応能分と応益分に按分
● 納付金の按分方法→３方式（所得割、均等割、平等割）
● 激変緩和措置財源等を充当

◆ 令和５年度納付金等算定の特徴

● 医療分は一人当たり診療費の増加等により増加
後期分は一人当たり負担見込額の増加及び過年度精算の影響により
増加

● 平成３０年度国保制度改革に伴う激変緩和措置として約１．５億円を
充当

● 県財政安定化基金（財政調整事業分）から３３億円を充当

一人当たり保険料額は約４１円増額

１ 納付金について

◆ 国民健康保険事業費納付金とは

● 県の国民健康保険に関する特別会計において負担する、療養の給付
等に要する費用やその他の国民健康保険事業に要する費用に充てるた
め、市町村が県に納付するもの。
● 県は、国保の財政運営の責任主体として、県内の国民健康保険の医
療給付費等の見込みを立て、市町村ごとの納付金の額を決定する。
● 市町村は、県に納付金を納めるために、保険料（税）率を定め、被保
険者に保険料を賦課し、徴収する。
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・ 国保制度の概要（平成３０年度～）

◆ 財政運営の見直しによる制度の安定化

◆ 財政運営の仕組

県
市
町
村

住
民

納付金の支払

納付金の決定
標準保険料率の提示

保険料
賦課
徴収

交付金の支払

◆公費の財政支援拡充による財政基盤の強化

全国レベルで平成３０年度から約３，４００億円を投入

目的：国保制度の安定化、国民皆保険の維持

医療機関診療報酬支払 医療行為

県 の 役 割 財政運営の責任主体

市 町 村 の 役 割 保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収 等

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度以降

約１，７００億円 約３，４００億円

・ 納付金等の算定の流れ

令和５年３月２２日
保健福祉部 国民健康保険課

① 県全体の医療（保険）給付費等を推計

県全体の公費等収入を減算、前期高齢者納付金等支出を加算

② 県全体の納付金基礎額を算定

③ 市町村ごとの納付金額を算定 （市町村が県に納める額）

各市町村の被保険者数や所得水準に応じた按分額に医療費水
準を反映

④ 市町村ごとの保険料収納必要額を算定 ※ 県内共通ルールにより算出
しているため、各市町村における実際の予算上の保険料収入とは異なる。

⑤ 都道府県標準保険料率を算定 （全国都道府県間の「ものさし」）
市町村標準保険料率を算定 （県内市町村間の「ものさし」）

市町村ごとに公費収入を減算し、保健事業等の事業費支出を加算

④を市町村ごとの令和元年～令和３年度の平均収納率で割戻し、
市町村ごとの総所得金額、被保険者数、世帯数に基づき、共通の
算定方式（３方式）で算定

○参考
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令和５年度　福島県国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率

所得割率 均等割額 平等割額 所得割率 均等割額 平等割額 所得割率 均等割額 平等割額 所得割率 均等割額 平等割額 所得割率 均等割額 平等割額 所得割率 均等割額 平等割額

45,578,414,950円 6.51% 39,792円 2.42% 14,310円 2.25% 16,127円 28 湯川村 82,533,613円 5.23% 21,783円 14,572円 2.32% 9,401円 6,289円 2.22% 10,973円 5,534円

29 柳津町 97,417,736円 7.23% 30,106円 20,140円 2.43% 9,849円 6,589円 2.30% 11,343円 5,720円

30 三島町 32,119,827円 4.88% 20,333円 13,602円 2.26% 9,161円 6,128円 2.17% 10,719円 5,406円

31 金山町 47,479,702円 4.75% 19,771円 13,226円 2.46% 9,983円 6,678円 2.33% 11,483円 5,791円

所得割率 均等割額 平等割額 所得割率 均等割額 平等割額 所得割率 均等割額 平等割額 32 昭和村 52,294,827円 6.31% 26,293円 17,589円 2.49% 10,088円 6,748円 2.35% 11,614円 5,857円

1 福島市 6,017,456,462円 6.35% 26,447円 17,692円 2.49% 10,087円 6,748円 2.24% 11,038円 5,567円 33 西郷村 458,868,999円 5.87% 24,447円 16,354円 2.34% 9,482円 6,343円 2.22% 10,975円 5,535円

2 会津若松市 2,626,759,541円 5.97% 24,887円 16,649円 2.41% 9,762円 6,530円 2.26% 11,136円 5,616円 34 泉崎村 164,724,590円 6.59% 27,464円 18,372円 2.37% 9,624円 6,438円 2.26% 11,136円 5,616円

3 郡山市 7,271,912,206円 6.61% 27,542円 18,424円 2.44% 9,906円 6,627円 2.24% 11,045円 5,570円 35 中島村 143,895,898円 6.48% 27,004円 18,065円 2.40% 9,737円 6,514円 2.17% 10,735円 5,414円

4 いわき市 7,395,264,709円 7.01% 29,205円 19,537円 2.50% 10,133円 6,779円 2.33% 11,528円 5,814円 36 矢吹町 435,480,655円 5.67% 23,602円 15,789円 2.35% 9,540円 6,382円 2.23% 10,995円 5,545円

5 白河市 1,403,883,038円 6.13% 25,533円 17,081円 2.43% 9,841円 6,583円 2.29% 11,318円 5,708円 37 棚倉町 304,147,803円 6.55% 27,275円 18,246円 2.39% 9,684円 6,478円 2.25% 11,112円 5,604円

6 須賀川市 1,822,035,269円 6.74% 28,079円 18,784円 2.45% 9,934円 6,645円 2.34% 11,542円 5,821円 38 矢祭町 147,492,615円 6.56% 27,319円 18,275円 2.37% 9,616円 6,433円 2.01% 9,947円 5,016円

7 喜多方市 1,229,556,314円 6.67% 27,770円 18,577円 2.41% 9,796円 6,553円 2.30% 11,377円 5,738円 39 塙町 229,151,091円 5.21% 21,706円 14,521円 2.19% 8,897円 5,952円 1.96% 9,659円 4,871円

8 相馬市 1,028,222,850円 7.36% 30,671円 20,518円 2.43% 9,841円 6,583円 2.30% 11,359円 5,729円 40 鮫川村 101,133,991円 6.58% 27,407円 18,334円 2.49% 10,120円 6,770円 2.36% 11,647円 5,873円

9 二本松市 1,255,017,764円 6.49% 27,032円 18,084円 2.34% 9,486円 6,346円 2.09% 10,328円 5,209円 41 古殿町 133,634,501円 6.44% 26,829円 17,947円 2.39% 9,693円 6,485円 2.25% 11,108円 5,602円

10 田村市 893,144,067円 6.24% 26,010円 17,400円 2.43% 9,854円 6,592円 2.26% 11,159円 5,628円 42 石川町 380,257,049円 6.50% 27,085円 18,119円 2.19% 8,882円 5,942円 2.01% 9,945円 5,015円

11 南相馬市 1,879,566,173円 7.11% 29,603円 19,804円 2.42% 9,833円 6,578円 2.29% 11,323円 5,710円 43 玉川村 161,212,397円 5.76% 24,000円 16,055円 2.37% 9,622円 6,437円 2.21% 10,923円 5,508円

12 伊達市 1,580,287,380円 6.67% 27,777円 18,582円 2.40% 9,724円 6,505円 2.25% 11,123円 5,609円 44 平田村 174,808,181円 7.86% 32,723円 21,890円 2.34% 9,482円 6,343円 2.02% 9,982円 5,034円

13 本宮市 662,384,595円 6.31% 26,304円 17,596円 2.32% 9,417円 6,299円 2.19% 10,823円 5,458円 45 浅川町 135,708,369円 5.53% 23,055円 15,423円 2.34% 9,487円 6,347円 2.15% 10,624円 5,358円

14 桑折町 293,295,287円 6.52% 27,153円 18,165円 2.41% 9,780円 6,543円 2.25% 11,094円 5,595円 46 三春町 404,403,058円 6.20% 25,833円 17,281円 2.45% 9,940円 6,650円 2.35% 11,625円 5,863円

15 国見町 265,500,010円 6.84% 28,492円 19,060円 2.46% 9,986円 6,680円 2.26% 11,164円 5,630円 47 小野町 260,648,342円 7.59% 31,605円 21,143円 2.32% 9,429円 6,308円 2.18% 10,748円 5,420円

16 川俣町 329,118,001円 5.90% 24,571円 16,437円 2.26% 9,178円 6,140円 2.09% 10,298円 5,193円 48 広野町 143,158,180円 7.13% 29,719円 19,881円 2.42% 9,836円 6,580円 2.17% 10,698円 5,395円

17 大玉村 217,794,137円 6.97% 29,045円 19,430円 2.40% 9,751円 6,523円 2.07% 10,201円 5,144円 49 楢葉町 243,572,077円 6.92% 28,835円 19,290円 2.43% 9,877円 6,607円 2.19% 10,792円 5,443円

18 鏡石町 315,566,962円 7.79% 32,460円 21,714円 2.45% 9,924円 6,639円 2.28% 11,233円 5,665円 50 富岡町 450,073,207円 6.20% 25,813円 17,268円 2.45% 9,948円 6,655円 2.22% 10,973円 5,534円

19 天栄村 159,838,492円 6.96% 28,999円 19,399円 2.38% 9,662円 6,464円 2.28% 11,277円 5,687円 51 川内村 79,174,215円 7.26% 30,228円 20,221円 2.45% 9,950円 6,656円 2.23% 11,022円 5,559円

20 下郷町 156,226,717円 6.41% 26,714円 17,871円 2.37% 9,601円 6,423円 2.21% 10,930円 5,512円 52 大熊町 395,312,883円 7.59% 31,625円 21,156円 2.46% 9,983円 6,678円 2.29% 11,323円 5,711円

21 檜枝岐村 13,978,016円 1.19% 4,954円 3,314円 2.51% 10,181円 6,811円 2.36% 11,631円 5,865円 53 双葉町 247,170,070円 7.49% 31,204円 20,874円 2.46% 9,961円 6,664円 2.29% 11,305円 5,701円

22 只見町 94,427,124円 5.36% 22,335円 14,941円 2.36% 9,583円 6,411円 2.16% 10,664円 5,378円 54 浪江町 626,394,866円 7.46% 31,066円 20,782円 2.42% 9,835円 6,579円 2.29% 11,292円 5,695円

23 北塩原村 82,787,412円 7.13% 29,686円 19,859円 2.14% 8,700円 5,820円 2.03% 10,012円 5,049円 55 葛尾村 58,710,211円 7.23% 30,108円 20,141円 2.26% 9,170円 6,134円 2.20% 10,879円 5,486円

24 西会津町 167,332,732円 5.66% 23,591円 15,781円 2.37% 9,607円 6,427円 2.11% 10,398円 5,244円 56 新地町 197,853,368円 6.46% 26,893円 17,991円 2.46% 9,995円 6,686円 2.24% 11,057円 5,576円

25 磐梯町 94,600,657円 6.34% 26,393円 17,656円 2.33% 9,434円 6,311円 2.10% 10,370円 5,229円 57 飯舘村 209,002,169円 5.79% 24,110円 16,129円 2.42% 9,835円 6,579円 2.13% 10,523円 5,307円

26 猪苗代町 394,021,257円 6.68% 27,839円 18,623円 2.38% 9,646円 6,453円 2.19% 10,825円 5,459円 58 会津美里町 545,191,964円 6.12% 25,513円 17,067円 2.35% 9,548円 6,387円 2.19% 10,795円 5,444円

27 会津坂下町 415,927,679円 6.44% 26,812円 17,936円 2.44% 9,883円 6,611円 2.21% 10,919円 5,507円 59 南会津町 369,483,645円 6.15% 25,613円 17,134円 2.36% 9,566円 6,399円 2.23% 11,019円 5,557円

No 市町村名
国保事業費
納付金

市町村標準保険料率

医療分 後期分 介護分

福島県

国保事業費
納付金

都道府県標準保険料率

No医療分 後期分 介護分 後期分市町村名
国保事業費
納付金

市町村標準保険料率

介護分医療分

下記の令和５年度の都道府県標準保険料率及び市町村標準保険料率は、過去３か年（令和元年～令和３年）の

１人あたり平均所得額などをもとに、統一した算定方法で県が算定した結果となります。

一方、各市町村の実際の保険料（税）率は、この市町村標準保険料率等を参考に、前年（令和４年）所得額、保険

料算定方式や予定収納率のほか、保険料（税）率の年度間の平準化などを勘案して、市町村が決定します。

そのため、令和５年度の市町村標準保険料率と実際の保険料（税）率は必ずしも一致するものではないことにご

留意ください。
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